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経理規定の確認と変更 

 
 

設定のための準備 

経理規定では、経理に関する運用規定と消費税に関する運用規定について設定を行います。 
以下は経理規定を設定するための質問です。 

経理に関する運用規定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【Q】製造原価報告書は必要ですか？ 

製造原価報告書を作成する場合、経理規定で製造勘定を使用する設定に変更し、製造に関する取引

の入力では必ず製造勘定の科目を使用してください。製造勘定の科目には［製］が表示されます。 

【Q】部門管理は行いますか？（らんらん財務会計を利用する場合のみ） 

部門管理を行う場合には、使用するを選択します。 



 

2 

消費税に関する運用規定 

以下の項目で判断できないものがある場合は、顧問税理士や所轄税務署にお尋ねください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【Q】「課税事業者」ですか｢免税事業者｣ですか？ 

課税事業者 免税事業者 

【Q】課税方式は「本則課税」ですか｢簡易課税｣ですか？ 

「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合は「簡易課税」です。 

簡易課税制度については、平成 27 年 4 月 1 日以降に始まる会計期間から新しいみなし仕入れ率が適用されますが、平成 26

年 9 月 30 日までに「消費税簡易課税制度適用届出書」を提出した事業者で経過措置として、改正前のみなし仕入れ率が適用さ

れる場合は、「平成 27 年度改正の経過措置を適用」を選択（クリックしてチェック）してください。 

本則課税 簡易課税 

【Q】控除税額 

本則課税の仕入税額については、課税売上割合が 95％未

満である場合には、全額が控除対象になるのではなく、一

括比例配分方式または個別対応方式によって按分して計

算した金額だけが控除対象となります。どちらの方式を採用

するかは事業者が自由に選択することができますので、ど

ちらか有利な方式を選ぶとよいでしょう。なお一括比例配分

方式を選択した場合には 2 年間以上継続して適用する必要

がありますので注意してください。 

（注）平成 24 年 4 月 1 日以後に開始する課税期間より、課税売上

高が 5 億円を超える事業所は、消費税仕入税額の全額控除がで

きなくなりました。一括比例配分方式または個別対応方式によって

按分して計算した金額だけが控除対象となります。 

【Q】主要業種は第何種ですか 

第 1 種事業（卸売業） 90％ 

第 2 種事業（小売業） 80％ 

第 3 種事業（製造業） 70％ 

第 4 種事業（その他） 60％ 

第 5 種事業（サービス事業等） 50％ 

第 6 種事業（不動産等） 40％ 

【Q】経理方式 

消費税の経理処理を「税抜」によるか「税込」によるかを選択します。「税抜（税抜経理）」を選択すると、

消費税額は「仮払消費税等」および「仮受消費税等」に集計されます。「税込（税込経理）」を選択すると

消費税額は各勘定科目に含めて集計されます。 

【Q】課税期間→課税期間短縮の特例の適用を受けていますか？ 

特例の適用を受けている場合には「短縮（3 ヶ月単位）」もしくは「短縮（1 ヶ月単位）」を選択してくださ

い。 

設定操作を開始しましょう 

設定操作を開始しましょう 
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設定と設定内容の保存 

自社の経理ルールに従って設定をしていきます。設定自体は該当するルールをクリックするだけです。ソフト

の操作というよりは、どちらのルールを選択するかということのほうが重要です。 
 
① ［メニュー］タブの［設定業務］にある［経理規定］アイコンをクリックします。 

［設定業務］と［データ管理］メニューしか表示されない方もいらっしやると思います。［導入完了］操作を

行うと全メニューが利用可能となります。ここでは、このまま操作を続けてください。 
 

 
 

② ［経理規定］画面が開きます。 
この画面では、設定状況の確認のみが行えます。各設定項目には、解説が表示されますので設定作業

の参考としてください。 
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③ ［設定］ボタンをクリックすると設定内容の変更が行えます。 

［登録］ボタンで保存できます。 
 

 

 


	設定のための準備
	経理に関する運用規定
	消費税に関する運用規定

	設定と設定内容の保存

